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経営相談
Q&A

次
の
給
付
手
続
き
が
発
生
し
ま
す
。

①
出
産
育
児
一
時
金
（
直
接
支
払
制

度
と
申
請
手
続
き
）

　

産
科
医
療
補
償
制
度
に
加
入
す
る

医
療
機
関
等
で
出
産
し
た
と
き
は
、

一
児
ご
と
四
十
二
万
円
（
加
入
し
て

い
な
い
医
療
機
関
等
で
は
三
十
九
万

円
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
者
（
協
会
け
ん
ぽ
、
健
康
保

険
組
合
）
か
ら
直
接
病
院
な
ど
に
出

産
育
児
一
時
金
を
支
払
う
仕
組
み
が

直
接
支
払
制
度
で
す
。
本
人
と
病
院

が
合
意
し
、
こ
の
制
度
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、
出
産
費
用
が
出
産
育

児
一
時
金
の
額
を
上
回
っ
た
場
合
、

本
人
は
窓
口
で
そ
の
差
額
の
み
を
負

担
し
ま
す
。
逆
に
、
出
産
費
用
が
出

産
育
児
一
時
金
の
額
の
範
囲
内
で
あ

っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
分
を

「
出
産
育
児
一
時
金
（
内
払
金
）
支

払
依
頼
書
・
差
額
申
請
書
」
で
保
険

者
に
請
求
す
る
手
続
き
が
要
り
ま
す
。

　

直
接
支
払
制
度
を
利
用
し
な
い
場

合
に
は
「
出
産
育
児
一
時
金
支
給
申

請
書
」
を
提
出
し
て
、
一
時
金
の
支

給
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
出
産
手
当
金
の
申
請

　

出
産
休
業
中
、
給
与
の
支
払
い
が

さ
れ
な
い
場
合
、
一
日
当
た
り
＝
標

準
報
酬
日
額
（
標
準
報
酬
月
額
÷

30
）
×
２
／
３
相
当
額
が
産
前
四
十

二
日
（
多
胎
妊
娠
は
九
十
八
日
）、

産
後
五
十
六
日
ま
で
の
期
間
、
休
業

者
本
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
給
与
支

払
有
無
の
事
業
主
証
明
と
医
師
等
の

証
明
を
受
け
た
「
出
産
手
当
金
支
給

申
請
書
」
を
保
険
者
に
提
出
し
ま
す
。

２
．
社
会
保
険
料
（
健
康
保
険
、
厚

生
年
金
保
険
）
の
免
除
申
し
出

①
育
児
休
業
等
取
得
者
の
申
し
出

　

出
産
休
業
後
の
育
児
休
業
期
間
中

の
社
会
保
険
料
は
「
育
児
休
業
等
取

得
者
申
出
書
」
を
健
康
保
険
の
保
険

者
お
よ
び
年
金
事
務
所
（
以
下
年
金

事
務
所
等
と
い
う
）
に
申
し
出
る
こ

と
で
、
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
月

か
ら
、
最
長
で
子
が
三
歳
に
な
る
ま

で
（
育
児
休
業
等
終
了
予
定
日
の
翌

日
の
属
す
る
月
の
前
月
分
ま
で
）
の

期
間
免
除
さ
れ
ま
す
。
育
児
休
業
の

申
し
出
は
「
一
歳
未
満
の
子
を
養
育

す
る
た
め
の
育
児
休
業
」、「
保
育
所

待
機
等
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
の

一
歳
六
カ
月
に
達
す
る
ま
で
の
育
児

休
業
」、「
一
歳
か
ら
三
歳
ま
で
の
子

を
養
育
す
る
た
め
の
育
児
休
業
に
準

ず
る
休
業
」
の
各
休
業
期
間
に
お
い

て
そ
れ
ぞ
れ
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
保
険
料
免
除
期
間
中
は
、
年

金
額
の
計
算
や
健
康
保
険
の
給
付
に

つ
い
て
は
休
業
等
開
始
前
の
標
準
報

酬
月
額
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
ま
す
。

②
育
児
休
業
終
了
の
届
け
出

　

育
児
休
業
終
了
予
定
日
の
前
に
育

児
休
業
を
終
了
し
た
と
き
に
は
、
年

金
事
務
所
等
に
「
育
児
休
業
等
取
得

者
終
了
届
」
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
終
了
日
の
翌
日

の
属
す
る
月
分
か
ら
保
険
料
が
徴
収

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
予
定
日

ど
お
り
に
育
児
休
業
を
終
了
し
た
場

合
に
は
、
終
了
届
は
不
要
で
す
。

３
．
育
児
休
業
終
了
時
の
標
準
報
酬

月
額
の
改
定
手
続
き

女
性
従
業
員
か
ら
出
産

休
暇
願
い
と
そ
の
後
の

育
児
休
業
を
取
得
し
た

い
旨
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
会

社
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
出
産

・
育
児
休
業
期
間
中
の
社
会
保
険
の

手
続
き
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

従
業
員
の
妊
娠
か
ら
出

産
、
そ
の
後
の
育
児
休

業
、
職
場
復
帰
に
至
る

ま
で
の
間
に
会
社
（
事
業
主
）
に
は

社
会
保
険
に
関
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な

事
務
手
続
き
が
、
数
年
に
ま
た
が
り

発
生
し
て
き
ま
す
。

１
．
産
前･

産
後
休
業
と
出
産
手
当

金
の
請
求
手
続

　

出
産
を
控
え
た
女
性
従
業
員
に
は

出
産
予
定
日
か
ら
起
算
し
て
産
前
六

週
間
（
四
十
二
日
間
）、
出
産
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
八
週
間
（
五
十

六
日
間
）
の
休
業
を
与
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
休
業
期
間
で
は

産
前
・
産
後
休
業
、育
児
休
業
期
間
中

の
社
会
保
険
等
の
手
続
き
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育
期
間
標
準
報
酬
月
額
特
例
申
出

書
」
を
年
金
事
務
所
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
、
年
金
額
計
算
に
あ
っ
て

は
養
育
期
間
前
の
標
準
報
酬
月
額
で

あ
る
と
み
な
し
て
年
金
額
が
不
利
に

な
ら
な
い
よ
う
措
置
が
な
さ
れ
ま
す
。

⑵　

こ
の
特
例
措
置
の
適
用
期
間
は
、

子
を
養
育
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の

属
す
る
月
か
ら
、
次
の
①
～
⑤
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
日
の
翌
日
の
属

す
る
月
の
前
月
ま
で
の
各
月
の
う
ち
、

基
準
標
準
報
酬
月
額
を
下
回
る
期
間

と
な
っ
て
い
ま
す
。

①
子
が
三
歳
に
達
し
た
と
き

②
社
会
保
険
の
資
格
を
喪
失
し
た
と

き
③
子
が
死
亡
し
た
と
き
、
ま
た
は
養

育
し
な
く
な
っ
た
と
き

④
新
た
に
保
険
料
免
除
措
置
を
受
け

る
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
と
き

⑤
申
し
出
に
係
る
子
以
外
の
子
に
つ

い
て
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
る

場
合
、
こ
の
申
し
出
に
係
る
子
以

外
の
子
を
養
育
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き

５
．
育
児
休
業
給
付
の
申
請

　

雇
用
保
険
か
ら
は
、
本
人
が
一
般

被
保
険
者
で
あ
っ
て
そ
の
期
間
が
一

定
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
、
産

　

育
児
休
業
終
了
後
、
三
歳
未
満
の

子
を
養
育
す
る
た
め
に
、
短
時
間
勤

務
等
で
職
場
復
帰
し
賃
金
が
低
下
し

た
場
合
、
標
準
報
酬
を
実
際
の
報
酬

の
低
下
に
応
じ
て
引
き
下
げ
る
た
め

の
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

　

通
常
の
月
額
変
更
と
は
異
な
り
、

固
定
的
賃
金
の
変
動
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
育
児
休
業
終
了
日
の
翌
日

の
属
す
る
月
以
後
三
カ
月
間
（
支
払

基
礎
日
数
が
十
七
日
未
満
の
月
は
除

く
）
に
受
け
た
報
酬
の
平
均
月
額
が

従
来
の
標
準
報
酬
月
額
と
等
級
の
差

が
生
じ
た
場
合
に
は
、「
育
児
休
業

等
終
了
時
報
酬
月
額
変
更
届
」
を
年

金
事
務
所
等
に
提
出
す
る
こ
と
で
標

準
報
酬
月
額
を
改
定
（
引
き
下
げ
）

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

４
．
厚
生
年
金
の
特
例
措
置

　

短
時
間
勤
務
等
で
標
準
報
酬
が
下

が
る
と
保
険
料
は
引
き
下
げ
ら
れ
る

一
方
、
将
来
の
年
金
も
低
下
す
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
こ
れ
を
回
避
す
る

特
例
措
置
が
あ
り
ま
す
。

⑴　

育
児
休
業
等
の
取
得
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
三
歳
未
満
の
子
を
養

育
す
る
期
間
中
の
各
月
の
標
準
報
酬

月
額
が
、
養
育
開
始
月
の
前
月
の
標

準
報
酬
月
額
を
下
回
る
場
合
、「
養

後
休
業
の
終
了
後
、
子
が
一
歳
（
一

定
要
件
を
満
た
す
場
合
は
一
歳
二
カ

月
）
に
到
達
す
る
ま
で
の
間
、
育
児

休
業
を
取
得
し
た
場
合
に
育
児
休
業

給
付
の
支
給
が
あ
り
ま
す
。
育
児
休

業
給
付
金
は
、
原
則
と
し
て
休
業
開

始
時
の
賃
金
日
額
×
支
給
日
数
×
四

〇
％
（
当
分
の
間
は
五
〇
％
）
相
当

額
で
す
。
賃
金
日
額
に
は
、
上
限
・

下
限
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
支
給
申
請
に
あ
た
っ
て
は
次

の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

⑴　
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
休
業
開

始
時
賃
金
月
額
証
明
書
」
と
「
育
児

休
業
給
付
受
給
資
格
確
認
票
・（
初

回
）
育
児
休
業
給
付
金
支
給
申
請

書
」
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
出
し
て

受
給
資
格
確
認
手
続
き
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。
会
社
が
支
給
申
請
手

続
き
を
行
う
場
合
は
、
初
回
の
支
給

申
請
書
と
同
時
に
（
初
回
の
支
給
申

請
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
）
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
給
資
格
確

認
後
の
初
回
支
給
申
請
は
、
最
初
の

支
給
対
象
期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し

て
四
カ
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る

月
の
末
日
ま
で
と
指
定
が
あ
り
ま
す

の
で
、
遅
れ
な
い
よ
う
に
手
続
き
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

以
後
の
支
給
申
請
は
、「
育
児
休

業
給
付
金
支
給
申
請
書
」
に
よ
り
原

則
二
カ
月
ご
と
に
行
い
ま
す
。
手
続

き
は
公
共
職
業
安
定
所
長
が
指
定
す

る
支
給
申
請
期
間
内
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

⑵　

保
育
所
の
入
所
申
し
込
み
（
入

所
希
望
日
が
一
歳
の
誕
生
日
以
前
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
を
行
っ
て
い

る
が
、
入
所
待
ち
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
「
や
む
を
得
な
い
」
理
由
が
あ

る
場
合
に
は
、
子
が
一
歳
六
カ
月
に

到
達
す
る
ま
で
最
大
六
カ
月
育
児
休

業
給
付
を
延
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
手
続
き
を
と
る
に
は
、

（
延
長
す
る
期
間
の
直
前
の
支
給
対

象
期
間
の
申
請
時
に
）
申
請
書
に
延

長
事
由
・
延
長
期
間
を
記
入
し
て
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
出
し
ま
す
。
た
だ

し
、
対
象
と
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
と
し

て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
市
区
町
村
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ

ろ
、
途
中
入
所
は
難
し
い
、
ま
た

は
定
員
超
過
の
た
め
次
回
の
入
所

は
困
難
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
入

所
申
し
込
み
を
し
な
か
っ
た
場
合

②
無
認
可
保
育
所
へ
の
入
所
希
望
申

し
込
み
の
場
合

③
入
所
希
望
日
が
一
歳
の
誕
生
日
の

翌
日
以
降
と
な
っ
て
い
る
場
合


